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会社規模の判定基準の見直し１

類似業種比準方式による株価の算出方法の見直し２

　類似業種の株価変動や評価会社の利益が過度に株価に反映されないよう、類似業種比準方式の見直しが行われました。特に３要素（配当・利
益・簿価純資産）の比準割合が「１：３：１」から「１：１：１」に変わることにより、業績が好調な会社の評価額は下がり、内部留保が高い会
社の評価額は上がる方向で影響を受けます。なお、医療法人の出資の評価についても同様に見直されました。
　この改正は、平成29年１月１日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。

　取引相場のない株式等を評価する際の会社規模の判定基準に見直しが行われ、大会社と中会社（Ｌの割合が0.9と0.75のもの）の範囲が広がる
ことになりました。会社規模の区分が上位に変わると類似業種比準価額の比重が増えることになります。
　この改正は、平成29年１月１日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。

□ 類似業種比準方式による株価の算出方法

（出典）中小企業庁「平成29年度税制改正の概要について（中小企業・小規模事業者関係)｣

改　正　前

ｂ、ｃ、ｄ：評価会社の１株当たりの金額
Ｂ、Ｃ，Ｄ：上場企業の業種別の１株当たり金額
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ｂ、ｃ、ｄ：評価会社の１株当たりの金額
Ｂ、Ｃ，Ｄ：上場企業の業種別の１株当たり金額
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３ 比準要素（Ｂ，Ｃ，Ｄ）のウエ
イトを「１：１：１」に見直し

｢利益３倍」の見直しにより、成
長・好業績企業の負担を軽減

２ 比準要素（Ｂ，Ｃ，Ｄ）につい
て、連結会計上の数字に見直し

上場企業の子会社を含めたグロー
バル経営を反映した評価に見直し

Ｃ

１ 類似業種株価（Ａ）について、
２年間平均を選択可能に

上場企業株価の上昇局面における
急激な変動を平準化

□ 会社規模の判定基準

＊　会社規模の判定は、①の区分（総資産価額と従業員数のいずれか下位の区分）と、②取引金額の区分とのいずれか上位の区分により判定

● 従業員数100人以上の会社は大会社　➡　従業員数70人以上の会社は大会社
● 従業員数100人未満の会社は下記の表にて区分する　➡　従業員数70人未満の会社は下記の表にて区分する

判定基準(＊)

①　直前期末の総資産価額と従業員数に応ずる区分 ②　直前期末以前１年間の取引金額に応ずる区分

総資産価額（帳簿価額)

卸　売　業 小売・サービス業
卸売業、小売・
サービス業以外

従業員数
取引金額

卸　売　業 小売・サービス業
卸売業、小売・
サービス業以外

会社規模の区分
(　)はＬの割合

20億円以上 10億円→15億円以上 10億円→15億円以上 50人超→35人超 80億円→30億円以上 20億円以上 20億円→15億円以上 大会社

14億円→４億円以上 ７億円→５億円以上 ７億円→５億円以上 50人超→35人超 50億円→７億円以上 12億円→５億円以上 中会社（ 0.9 )

７億円→２億円以上 ４億円→2.5億円以上 ４億円→2.5億円以上 30人超→20人超 25億円→3.5億円以上 ６億円→2.5億円以上 中会社（0.75)

7,000万円以上 4,000万円以上 5,000万円以上 ５人超 ２億円以上 6,000万円以上 中会社（ 0.6 )

7,000万円未満 4,000万円未満 5,000万円未満 ５人以下 ２億円未満 6,000万円未満 小会社

14億円→４億円以上

７億円→２億円以上

8,000万円以上

8,000万円未満

＊１　類似業種比準価額よりも純資産価額が低い場合は純資産価額を選択可
＊２　｢類似業種比準価額＊１× 0.5 ＋純資産価額＊３× 0.5」を選択可
＊３　同族株主等の議決権割合が50％以下の場合は純資産価額×80％

(参考）取引相場のない株式等の原則的な評価方法（１株当たり）

会社規模の区分

大　会　社

中　会　社

小　会　社

原則的な評価方法

類似業種比準価額＊１

類似業種比準価額＊１　×　Ｌの割合　＋　純資産価額＊３　×（１－Ｌの割合）

純資産価額＊２ ＊３


